
小城市公告（農林）第１号 

 

森林経営管理法（平成 30 年法律第 35 号）第８条規定により、経営管理権集

積計画から一部取消しする。同法第９条第１項に基づき、別添のとおり公告す

る。 

 

 

令和８年５月 11 日 

 

                      小城市長 南里 隆 

 

記 

 

 
１ 経営管理権集積計画の取消し対象森林 

    

大字 森林面積 
森林所有

者件数 
筆数 備考 

畑田 0.27ha １名 １筆 
整理番号 
05-51  

 

２ 縦覧場所 

    

小城市役所 農林水産課 

  ※小城市ホームページにて閲覧できます。 

  （リンク先：https://www.city.ogi.lg.jp/main/38439.html） 

 

３ 権利の設定 

 

本公告により、対象森林の経営管理権が森林所有者に戻される。 
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